
Ｈ２１年度 発注基準変更の概要

1. 全般

– 完成工事高（実績額）要件を廃止

2. 建設コンサルタント業務

– １０００万円以上に総合評価落札方式を適用

– １０００万円以上に一般競争入札（最低制限価格制度）を

適用

3. 測量業務

– グループ化（Ａ・Ｂ・Ｃ）

4. 建築設計業務

– １０００万円以上にプロポーザル方式又は総合評価落札

方式を適用

– 耐震診断、耐震補強設計は一般競争入札を適用

5. 舗装工事

– ５千万円以上に総合評価落札方式を適用


